
受
け
ら
れ
る
給
付
内
容
は
？

被
保
険
者
が
受
け
る
療
養
の
給
付
や
各
種
費

用
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
設
け
ら
れ
る

高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
除
き
、
現
行
の
老
人

保
健
制
度
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
制
度
で
受
け

て
い
る
も
の
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
す
。

医
療
機
関
の
窓
口
で
の
負
担
は
？

被
保
険
者
が
医
療
機
関
で
受
診
し
た
と
き

は
、
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
（
現
役
並
み
所
得

者
は
３
割
）
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
窓
口
負
担
に
は
月
ご
と
の
上
限
額
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
上
限
額
に
つ
い

て
も
老
人
保
健
制
度
と
同
じ
で
す
。

※
３
割
負
担
と
な
る
現
役
並
み
所
得
者
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
同
一
世
帯
の

被
保
険
者
の
み
の
所
得
と
収
入
に
よ
り
判
定

し
ま
す
。
こ
の
判
定
に
よ
り
、
新
た
に
３
割

負
担
と
判
定
さ
れ
る
人
に
は
激
変
緩
和
措
置

が
あ
り
ま
す
。

葬
祭
費
の
支
給
は
？

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
葬
祭
を
行

っ
た
人
の
申
請
に
よ
り
、
５
万
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

長
門
市
役
所
市
民
課
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
２
９

山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

TEL
０
８
３
‐
９
２
１
‐
７
１
１
０

現
在
、
75
歳
（
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
人
は
65
歳
）
以
上
の
人
は
、
国

民
健
康
保
険
ま
た
は
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
、
健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合

な
ど
）
に
加
入
し
な
が
ら
老
人
保
健
制
度
に
よ
り
医
療
を
受
け
て
い
ま
す
が
、

４
月
１
日
か
ら
は
、
新
た
に
独
立
し
た
医
療
制
度
と
な
る
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
の
被
保
険
者
と
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

認
定
の
申
請
を
撤
回
す
る
届
け
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

保
険
証
は
？

被
保
険
者
と
な
る
人
、
一
人
ひ
と
り
に
保
険

証
（
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
）
が
交
付

さ
れ
ま
す
。
保
険
証
は
３
月
下
旬
ま
で
に
配
達

記
録
郵
便
で
自
宅
に
お
送
り
し
ま
す
。
４
月
以

降
に
医
療
を
受
け
る
場
合
は
、
必
ず
病
院
な
ど

の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
負
担
は
？

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
保
険
料
を
負
担

し
て
い
な
か
っ
た
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
に
も
、
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く

被
保
険
者
に
な
る
の
は
？

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
人

が
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に

属
す
る
人
は
除
か
れ
ま
す
。

①
75
歳
以
上
の
人
（
平
成
20
年
４
月
１
日
以
降

に
75
歳
に
な
る
人
は
誕
生
日
か
ら
資
格
取
得
）

②
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
で
、
一
定
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
認
定
を
受
け
た
人
（
認
定

日
か
ら
資
格
取
得
）

※
現
在
の
老
人
保
健
制
度
に
お
い
て
、
一
定
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
と
市
か
ら
認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
４
月
以
降
も
そ
の
ま
ま
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
制
度
に
加
入
し
な
い
場
合
は
、
長

門
市
の
老
人
保
健
制
度
の
担
当
窓
口
に
障
害

保
険
料
の
納
付
方
法
は
？

保
険
料
額
が
決
定
さ
れ
る
と
、
被
保
険
者
一

人
ひ
と
り
に
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
自
動
的

に
支
払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
平
成
20
年
４
月

１
日
ま
で
に
75
歳
に
な
っ
て
い
る
人
に
つ
い
て

は
、
平
成
20
年
４
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
徴
収

を
開
始
し
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

や
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え

る
人
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
年
金

か
ら
自
動
支
払
い
が
著
し
く
困
難
な
人
に
つ
い

て
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
等
に
よ
り
、
個
別

に
支
払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
と
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
制
度
の
被
保
険
者
に
な
る
前
日
に

被
用
者
保
険
（
国
民
健
康
保
険
組
合
は
除
く
）

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
激
変

緩
和
の
た
め
被
保
険
者
と
な
っ
て
か
ら
の
２
年

間
は
保
険
料
の
う
ち
所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、

被
保
険
者
均
等
割
額
を
５
割
軽
減
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
平
成
20
年
度
に
限
っ
た
特
別
措
置

と
し
て
、
４
月
か
ら
９
月
ま
で
は
保
険
料
を
凍

結
し
、
10
月
か
ら
平
成
21
年
３
月
ま
で
は
９
割

軽
減
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
算
定
方
法
は
？

保
険
料
額
は
、
所
得
に
応
じ
て
ご
負
担
し
て

い
た
だ
く
所
得
割
額
と
被
保
険
者
全
員
に
等
し

く
負
担
し
て
い
た
だ
く
被
保
険
者
均
等
割
額
の

合
計
と
な
っ
て
お
り
、
ど
ん
な
に
所
得
が
高
い

人
で
も
年
額
50
万
円
が
最
高
額
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減
は
？

所
得
の
低
い
世
帯
の
人
に
つ
い
て
は
、
被
保

険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
軽
減
割
合

は
、
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
総

所
得
金
額
の
合
計
額
を
基
に
判
定
し
ま
す
。


